（様式１）　　　　　　　　

専門家派遣要請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

公益財団法人ふくい産業支援センター　理事長　様

　専門家派遣事業における「専門家派遣事業利用にあたっての注意事項」を承諾し、専門家の派遣を以下のとおり要請します。
	 eq \o\ad(企業名,　　　　)
	

	業　　種
	
	代表者名
	　　　　　　　　　　　　　　　印

	 eq \o\ad(所在地,　　　　)
	 〒

　　

	電　話
	
	ＦＡＸ
	

	創業年月
	　　　　年　　月
	資本金
	　　　　万円
	 従業員数
	（正社員）　　人

（パート）　　人

	経営推移
	前期（直近決算）

（　　年　　月期）
	２期前

（　　年　　月期）
	３期前
（　　年　　月期）

	売上高
	千円
	千円
	千円

	営業利益
	千円
	千円
	千円

	（希望する専門家）

　　　住　所：〒
　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　（ 電　話 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ e-mail ）
　　　住　所：〒
　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　（ 電　話 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ e-mail ）

	（派遣される専門家に対応する担当者名及び役職）

　　（役職）　　　　　　　　　　　　（氏名）
　　（電話）　　　　　　　　　　　　（e-mail）


※添付書類
○直近の決算書（１期分）もしくは試算表の写し
○企業概要のわかるパンフレットなど（ない場合は結構です）

	１．事業概要および派遣申請の内容・理由

	　①現在行っている事業の概要

	

	　②経営上の問題点・課題（現状認識）

	

	③支援内容の分類（該当するものにすべて○印をつけてください）

	（１）経営、（２）技術、（３）人材、（４）情報化、（５）デザイン
（６）その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	　④支援を求める具体的な内容（改善したい内容）

	

	　⑤専門家の指導に期待する効果（成果）

	

	２．専門家の派遣を希望する時期及び回数

	（１）平成　　年　　月から（　　ヶ月間）を希望

（２）回数は、　　回程度を希望

	３．過去に都道府県等の診断や専門家派遣を受けたことがある場合は、その時期及び内容

	


専門家派遣事業利用にあたっての注意事項

公益財団法人ふくい産業支援センター

（１）この事業は県の補助事業ですので、誠実に実施してください。

（２）この事業は、中小企業者等からの依頼に基づき、当センターに登録された専門家を派遣する事業です。

　なお、次の条件に該当する専門家は派遣することができません。

①その専門家が対象企業の役員の４親等以内の親族である場合。
②その専門家が対象企業の発行済株式の総数、出資口数の総数もしくは出資価額の総額の５０％以上に相当する数もしくは額の株式もしくは出資を所有する者または所有する企業に在籍する者である場合。

③その専門家が、その発行済株式の総数もしくは出資口数の総数の５０％以上に相当する株式を対象企業が所有もしくは出資をしている企業または出資価額の総額の５０％以上に相当する額の出資を対象企業が行っている企業に在籍する者または所有する者である場合。
④その専門家と対象企業がコンサルティングに関する有償の契約を結んでいるもしくは派遣期間内に結ぼうとしていて、当該契約内容が派遣計画内容と重複していると認められる場合。

（３）提出された派遣要請書、派遣実施計画書を支援センターで総合的に審査し、専門家の派遣の適否を判断しますので、不採択となる場合もあります。

（４）専門家の診断助言の方法、内容については、支援センター、県は一切関与しませんので、事前に専門家と十分相談のうえ、実施してください。また、本事業の適切な遂行を確保するため、専門家の派遣日にセンター職員が同行できるものとし、専門家派遣事業の支援を受ける中小企業者および専門家はこれを拒むことはできません。

（５）1回あたり４時間以上、１年あたりの派遣回数は１０回までとします。

（６）この事業の補助対象は、専門家に支払う謝金（旅費含む）です。これら以外の費用（消耗品や専門家との通信費等）は補助対象外となります。

（７）派遣期間終了後、１週間以内に実施報告書を提出していただきます。また、専門家に対する謝金の１／２を負担していただきます。原則として自己負担金は、前納となっておりますので、支援センターの発行する納入通知書に基づいて期日までに納入してください。

（８）事業採択後、事業に着手する前、または、事業を途中で中止する場合は、様式１５の「専門家派遣中止届」を提出してください。なお、当該年度で再度、この事業の申請をしても採択されない場合があります。

（９）事業の成果については、派遣を受けた中小企業者等に帰属します。

（１０）専門家は、当該事業で知り得た秘密を、派遣を受けた中小企業者等の許可なく漏らしてはならないとことになっていますが、事業実施にあたっては、専門家との間で秘密保持契約の締結等の必要な措置を講じてください。
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